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県立高校の募集生徒数・学級編制に関する陳情 
 

富山県教育の発展のためにご尽力いただいていることに敬意を表します。 

６月１２日の県議会本会議において、廣島教育長は、公私比率が撤廃されたことを踏ま

え、来年度の県立高校全日制の募集定員について「新しい考え方で検討する必要がある」

と答弁しました。しかし、昨年６月の教育警務委員会で報告のあった、「令和７年度学級編

制の募集定員について（中学校卒業予定者数及び募集定員の目安、今後の中学校卒業予定

者の推移などを含む）」に当たるものが、今回の６月県議会には報告されませんでした。 

このため、具体的な検討状況は現時点で全く不明であり、開かれた検討の進め方が昨年度

よりも後退しています。 

今年度末の中学校卒業予定者数が、昨年度よりも約４００名減ることに対して、募集率、

募集定員総数をどうするのか。昨年度、今年度と拡充してきた少人数学級を来年度どうす

るのかなど、肝心の部分が全く見えていません。 

学区ごとの生徒数増減のバラつきに対して学区ごとの募集率、普通科割合をどう均衡さ

せるのか。県全体の生徒数が少なくなる中、４０人ずつ学級数を減らすやり方では、学区

ごとの募集率、普通科割合を均衡させることが不可能です。その結果、県内どこに住んで

いても学習の機会を平等に保障することができなくなってしまいます。生徒の通学手段で

ある鉄道やバスの便数・路線の維持・存続が深刻な危機に直面しており、県内各地にバラ

ンスよく学科を配置することがこれまで以上に重要になっています。生徒の学習権を守る

ために、生徒数減への対応として、少人数学級を段階的に拡充する方法で、教育条件を充

実させていくべきです。 

２０３８年度を見据えた高校再編の検討が進められていますが、「目指す姿」が全く具体

的に描けていないにもかかわらず、１３年後の「大規模校の設置方針」の検討だけを切り

離して先行させているのはあまりにも不合理です。２校を１校にという意見が飛び出すに

至っては、県東部と県西部で配置を考えるという枠組みさえも崩すものであり、議論が迷

走の度合いを強めていると言わざるを得ません。数合わせの大規模校設置の検討を一端凍

結し、来年度の募集生徒数、２０２８年度にこだわらないⅠ期の再編の検討に全力を傾け

るべきです。 

県内どこに住んでいても、学習の機会が保障されるよう、来年度の県立高校募集定員を

できるかぎり減らさない対応が必要です。昨年度から踏み出された少人数学級の歩みを着



実にすすめていただきたく、下記の事項を陳情します。 

記 

１ 県内どこに住んでいても学習の機会が保障されるようにするため、募集率を引き上げ

て、来年度の県立高校募集定員を減らさないこと。特に、学区内の中学卒業生が昨年

度５９名増えたにもかかわらず、今年度の募集生徒数が１名も増やされなかったため

に募集率が引き下げられた新川学区に配慮すること。 

 

２ 募集定員をやむを得ず減らす場合は、学級減ではなく学級定員減で対応すること。 

 

３ 昨年度、今年度と拡充してきた普通科を含む少人数学級、従来実施している少人数学

級を決して後退させず、拡充すること。 

 

４ 今年度、県内中学卒業生のための募集定員数（６,０２４名分）の内数で設定されてい

る南砺平高校の全国募集６名の定員枠を、県内生徒の学習権を保障するため、募集率

によって算定された県全体の募集定員数の外数にすること。 

 

５ 学区間の募集率の著しい不均衡を速やかに是正すること。（最高の砺波学区７４．８％

と最低の新川学区の６７．２％の格差は７．６ポイントに及ぶ。） 

 

６ 学区間の普通科割合の著しい不均衡を速やかに是正すること。（最高の砺波学区６８．

８％と最低の高岡学区５９．６％の格差は９．２ポイントに及ぶ。） 

 

７ 公私比率が廃止されたもと、私立高校の募集定員の設定と実際の運用が適正なものと

なるよう（入学者数が募集定員を大幅に上回ることがないよう）、県が責任をもって監

督すること。 

 

８ 公私立高等学校連絡会議の不透明な運営は県民に説明のつかないものであるから、会

議を存続させる場合は、必ず公開とすること。 

以上 










